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報告第１号
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報告第２号
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報告第３号

　　

専決処分の承認について… … … … … … … … … … … … … … … …４３５

　　　

報告第４号

　　

専決処分の承認について… … … … … … … … … … … … … … … …’３９

　　　

報告第５号

　　

専決処分の承認について… … … … … … … … … … … … … … … …’４０

　　　

報告第６号

　　

専決処分の承認について… … … … … … … … … … … … … … … …．４１

　　　

報告第７号

　　

専決処分の承認について… … … … … … … … … … … … … … … …’４２



　

平

改正する条例を次のとおり専決処分したので報告し、珠

　　　　　　　

出

幸

鋤

　　　　　　

提

屋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ロ
＝Ｈ

約

　　　　　　　

３

　　　　　　　

０

十

お

　　　　　　　　　　　　　　　

３

と

　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　

月

日向市長

報告第１号



　　　　　　　

専

　

決

　

処

　

分

　

書

日向市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を地方自治法第１７９条第１項の規定により、

　　　

別紙のとおり専決処分する。

　　

年

　　　

９

　　　

２

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平 成 ２９年３月３１日



日向市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例
日向市条例第１３号



３

　

次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員又は消防作業従事者、

応急業務協力者、水防従事者若しくは応急措置従事者（以下「非常勤消防団

員等」 という。） の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診

断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって

疾病の発生が確定した 田こおいて、 他に生計のみちがなく主として非常勤消

防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、 扶養親族のある非常勤消

３

　

次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員又は消防作業従事者、

　

救急業務協力者、 水防従事者若しくは応急措置従事者 （以下 「非常勤消防団

　

員等」 という。） の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診

　

断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により疾病

　

の発生が確定した日において、 他に生計のみちがなく主として非常勤消防団

　

目筈の椿蓋汐辱けすい芦もの夢椿着報族Ｊｉ１

　

扶養親族のある非常勤消防団



　

（施行期日）

１

　

この条例は、 平成２９年４月１日から施行する。

　

（経過措置）

２

　

この条例による改正後の日向市消防団員等公務災害補償条例第５条第３項の規定は、 この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた日向市消防団

員等公務災害補償条例同条第１項に規定する損害補償 （以下この項において 「損害補償」という。） 並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の

期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金 （以下この項



　　　　

報告第２号

　　　　　

専決処分の承認について

　　　　　

日向市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例を次のとおり専決処分したので報告し、 承認を求め

　　　

る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ



　　　　　　　

専

　

決

　

処

　

分

　

書

日向市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例を地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のと

　　　

おり専決処分する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

」



６，９００円

　　　　

１，８００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６，９０

　　　

１，８００円



（日向市税賦課徴収条例の一部改正）

　　　　

第２条

　

日向市税賦課徴収条例 （昭和３０年日向市条例第１７号） の一部を次のように改正する。

附則第１６条の見出し中 「軽自動車税」 の次に 「の種別割」 を加え、 同条第１項中 「初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」 を 「最初の

法第４４４条第３項に規定する」 に改め、 「軽自動車税」 の次に 「の種別割」 を加え、 同項の表を次のように改める６

第２号ア（イ） ３，９００円 ４，６００円

第２号ア（ウ）ａ ６，９００円 ８，２００円

１０，８００円 １２，９００円

第２号ア（ウ）ｂ ３，８００円 ４，５００円第２号ア（ウ）ｂ



　　

１誓認驚墓墓園 漉き圭縦書

　　　　　　　　　　　　　

（２） 第３６条の３第１項に規定する確定申告書 （同項の規定により前号に掲

に限る。）

５

　

［略］ ５

　

［略］

６

　

前項の規定は、 特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の４６

　

前項の規定は、 特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の４



　　　　

た特定株式等譲渡所得金

　　　　

等譲渡所得割額を課され

等譲渡所得誓撞馨る雪辱釜誓言署響蔓誓言恭謹孝埜香寺響得ｌ

　

た特定株式等譲渡所得金額について法第２章第１節第６款の規定により株式

　

等譲渡所得割額を課された場合には、 当該配当割額又は当該株式等譲渡所得





　　　　　　　　

第１８条の２の規定を適用することができる。

　　　　　

第１８条の２の規定を適用することができる。



又は当該納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、 年７．３

パーセント） の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納

付しなければならない。

３ ［略］

４

　

第２項の場合において、 法第３２１条の８第２２項に規定する申告書 （以下この

項において 「修正申告書」 という。） の提出があったとき （当該修正申告書

に係る市民税について同条第１項、 第２項、 第４項又は第１９項に規定する申

告書 （以下この項において 「当初申告書」 という。） が提出されており、 か

ト（前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から１月を経過する日ま

での期間については、年７．３ノミーセント） の割合を乗じて計算した金額に相当

する延滞金額を加算して納付しなければならない。

３

　

［略］

４

　

第２項の場合において、 納付すべき税額を増加させる更正 （これに類する

　

ものを含む。 以下この項において 「増額更正」 という。） があったとき （当

　

該増額更正に係る市民税について法第３２１条の８第１項、第２項、第４項又は

　

第１９項に規定する申告書 （以下この項において 「当初申告書」 という。） が



　　

税

　

］

］

　　

産

　

略

　

略

　　

資

［

［

　　

定

第６１条

　

［略］

２～７

　　　　　　　　　　　

ハｂ

　　　　　　　　　　　　　　

Ｊ刀

　　　

第

　

２

　

８８

　

法第３４９条の３、法第３４９条の４又は法第３４９条の５の規定の適用を受ける固

定資産に対して課する固定資産税の課税標準は前各項の規定にかかわらず、
法第３４９条の３、 法第３４９条の４又は法第３４９条の５に定める額とする。

　

（固定資産税の課税標準）

第６１条

　

［略］

２～７

８

　

法第３４９条の３又は法第３４９条の３の４から第３４９条の５までの規定の適用

を受ける固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、 前各項の規定に

かかわらず、法第３４９条の３又は法第３４９条の３の４から法第３４９条の５までに

定める額とする。

［略］



　　　　

（４） ［略］

２

　

［略］２

（４） ［略］

　

［略］







　

附則第６条第４項に規定する場合において、 第３６条の２第１項の規定による

　

申告書 （その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに

　

提出されたもの及びその時までに提出された第３６条の３第１項の確定申告書

　

を含む。 次項において同じ。） に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第２５条

第１項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき （これらの

附則第６条第４項に規定する場合において、 第３６条の２第１項の規定による

申告書 （その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに

提出されたもの及びその時までに提出された第３６条の３第１項の確定申告書

を含む。 次項において同じ。） に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第２５条

第１項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき （これらの



村の条例で定める割合は、 ３分の２とする。

１０

　

法附則第１５条第３３項第２号イに規定する設備について同号に規定する市町

村の
＼
条例で定める割合は、 ２分の１とする。

１１

　

法附則第１５条第３３項第２号ロに規定する設備について同号に規定する市町

村の条例で定める割合は、 ２分の１とする。

　

村の条例で定める割合は、 ３分の２とする。

１０

　

法附則第１５条第３２項第２号イに規定する設備について同号に規定する市町

　

村の条例で定める割合は、 ２分の１とする。

１１

　

法附則第１５条第３２項第２号口に規定する設備について同号に規定する市町

村の条例で定める割合は、 ２分の１とする。



　　

要
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て助を受；ナて噂 １ 要する費構っ 凋令附則 繊 第２，項第，号ローこ規定 酬 助を受けてい１

　　　　　　　　　

ザ

　

Ｐ謡

　

ニデユザ

　

キ、賦Ｊ

　

池 息１

　

山

　

南

　

棒寄 魂中

　

富

　

厚樽１１日

　　

お 心し

　

慮り）←

　

ムー

　

、

　

要する費用について令附則第１２条第２１項第２号に規定する補助を受けている

　

旨を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。



　　　　　　　　

／



　　

１

　

合に 岬 月以内むご提出す 毅 ができ勧めた理由



　

施

　

震

［

　

動

［

　

ト

　

）

雨

　

）

建

　

た

　

鵬

　

　

　　

　

　

　

　

　

　　

　

　　　　　　

第

　

２

　

３

（５） 施行規則附則第７条第１１項に規定する補助の算定の基礎となった当該

　　

耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用

（６） ［略］

（軽自動車税の税率の特例）

［略］

３

　

法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車 （ガン

（軽自動車税の税率の特例）

［略］

２

　

［略］

３

　

法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車 （ガン

（５） 施行規則附則第７条第１４項に規定する補助の算定の基礎となった当該

　　

耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用

（６） ［略］







　　　　

３

　

［略］

　　　　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｌ



　　　

２・３

　

［略］



５ ［略］

６

　

租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適用がある場合 （第

３項後段の規定の適用がある場合を除く。） における第３４条の９の規定の適

　

とが適当であると市長が認めるときは、 この限りでない。

　

（１） 第３６条の２第１項の規定による申告書

　

（２） 第３６条の３第１項に規定する確定申告書 （同項の規定により前号に掲

　　　

げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書

５

　

に限る。）

［略］

６

　

租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適用がある場合 （第

　

３項後段の規定の適用がある場合を除く。） における第３４条の９の規定の適



第１条 この条例は、 平成２９年４月１日から施行する。 ただし、 次の各号に掲げる規定は、 当該各号に定める日から施行する。

（１） 附則第６条の規定

　

公布の日

（２） 第３条中附則第５条第１項の改正規定及び次条第２項の規定

　

平成３１年１月１日

（３） 第２条及び附則第５条の規定

　

平成３１年１０月１日

（市民税に関する経過措置）









報告第３号

専決処分の承認について

日向市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり専決処分したので報告し、 承認を求

める。

　

平成２９年５月３０日

　

提出

　　

日向市長

　

十 屋

　

幸

　

平

３５



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　

専

　

決

　

処

　

分

　

書

　　　　　

日向市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法第１７９条第１項の規定により、 別紙の

　　　　

とおり専決処分する。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日 向 市 条 例 第１４号

日向市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

日向市国民健康保険税条例 （昭和３３年日向市条例第１５号） の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

　　　　　　　　　　　　　　　

改正後改正前

　

（国民健康保険税の減額）（国民健康保険税の減額）

第１７条

　

次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課

　

する国民健康保険税の額は、 第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイに

　

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が５４万円を超える場合には、

第１７条

　

次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課

する国民健康保険税の額は、 第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が５４万円を超える場合には、



　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１



報告第４号

専決処分の承認について

平成２８年度日向市一般会計補正予算 （第７号） について別冊のとおり専決処分したので報告し、

　

承認を求める。

　　

平成２９年５月３０日

　

提出

　　　

日向市長

　

十 屋

　

幸

　

平

３９
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報告第６号

専決処分の承認について

平成２８年度日向市財光寺南土地区画整理事業特別会計補正予算 （第２号） について別冊のとおり
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専決処分の承認について
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ので報告 し、 承認を求める。
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